
 

職場における労働災害防止の要請 

 

都内の労働災害による死亡者数は、労使の皆様を始め関係各位のご尽力により長

期的には着実に減少してきています。 

しかしながら、今なお死亡災害が発生しており、昨年 1 年間においては、77 人

の方が労働災害により亡くなられています。 

令和３年における全産業の休業４日以上の労働災害による死傷者数は 12,876 人

に上り、４年連続 1万人を超えており、極めて憂慮すべき状況にあります。 

特に高所等からの墜落・転落による死亡災害は、建設業のみならず他の産業でも

発生しており、高所作業時の安全対策が重要となっています。 

また、死傷者数の７割が第三次産業に従事する方々であり、転倒、腰痛・捻挫等

による労働災害が多く発生していることから、これらに対する防止対策を講じるこ

とも必要です。 
 

労働災害の増加には、様々な背景があり、都内の就業状況の変化や社会情勢等、

種々の原因が考えられます。 

また、外国人労働者や高年齢労働者による労働災害が年々増えており、今後も就

労割合の増加が見込まれることから、一層の安全対策の充実が求められています。 
 

労働災害はいかなる状況下においても本来あってはならないものであり、安全な

就労環境を築くためには、経営トップの強い意識のもと、不断の取組が必要です。  

また、労働災害のない職場づくりを進めることは、人材を確保・養成し、企業活

動を活性化する上でも、大きなメリットをもたらします。 

 

７月１日から７日までを本週間とする全国安全週間を控え、準備期間である６月

は、事業場の安全について点検を行う良い機会でもあります。 

事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を

踏まえ、別紙事項に特にご留意の上、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少

に向け、安全衛生意識の高揚と向上のための活動を行っていただきますよう要請い

たします。 
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